
                        

平成２７年１１月４日 
国 土 交 通 省 

 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する北陸新幹線融雪・消雪基地 
機械設備工事の入札参加業者らに対する排除措置命令等に伴う指名停止について 

 
 
１．事実概要 
  下記３．の業者らは、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注した北陸新幹

線の融雪・消雪基地機械設備工事をめぐり、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁

止）の規定に違反する行為を行っていたとして、平成２７年１０月９日、公正取引委

員会から排除措置命令を受けた。 
 
２．指名停止措置 
  本件については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第５号に

基づき、指名停止措置を講ずるものとする。 
  また、公正取引委員会より課徴金減免制度対象者であることが公表されている三機

工業株式会社については、指名停止措置要領の運用基準７－四に基づき期間を２分の

１とする。 
 
３．指名停止措置業者名及び住所 

 指名停止対象業者 住     所 
① 三機工業株式会社 東京都中央区明石町８－１ 
② 株式会社柿本商会 石川県金沢市藤江南２－２８ 
③ 新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷２－４ 

 
４．指名停止措置期間 
①の業者：平成２７年１１月４日から平成２７年１２月１７日まで（ １．５ケ月） 
②の業者：平成２７年１１月４日から平成２８年 ２月 ３日まで（ ３  ケ月） 
③の業者：平成２７年１１月４日から平成２８年 ２月 ３日まで（ ３  ケ月） 

 
５．指名停止措置を行う機関 
  国土交通本省、官庁営繕部、航空局、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校、 
  国土地理院、海難審判所、関東地方整備局、関東運輸局、東京航空局、気象庁、 
  気象研究所、気象衛星センター、東京管区気象台、運輸安全委員会、海上保安庁、

第三管区海上保安本部 
 
 
 

 

同時発表 指名停止措置を行う各機関 



 
 
＜問い合わせ先＞ 
（代表：０３－５２５３－８１１１） 

 
○ 本省（官庁営繕部を除く）・東京航空局・国土技術政策総合研究所（横須賀に限る） 
・関東運輸局・気象庁・海上保安庁等について 

  国土交通省大臣官房会計課契約制度管理室  
    専門官      渡邉（内線２１８３３）直 通：０３－５２５３－８２０６ 
   契約制度管理係長 中野（内線２１８３４）ＦＡＸ：０３－５２５３－１５３０ 
 
 
○ 関東地方整備局（港湾空港関係除く）・国土技術政策総合研究所（横須賀を除く）・ 

  国土地理院について 
  国土交通省大臣官房地方課公共工事契約指導室 
   課長補佐     江藤（内線２１９６２）直 通：０３－５２５３－８９１９ 
   契約指導第一係長 宮下（内線２１９５３）ＦＡＸ：０３－５２５３－１５３３ 
 
 
○ 官庁営繕部について 

  国土交通省大臣官庁営繕部管理課 
  課長補佐   涌井（内線２３１５４）直 通：０３－５２５３－８２３１ 
  契約第二係長 竹腰（内線２３１５３）ＦＡＸ：０３－５２５３－１５４１ 
 
 
○ 関東地方整備局(港湾空港関係に限る） 

  国土交通省港湾局総務課 
   課長補佐   桒原（内線４６１８５）直 通：０３－５２５３－８６６３ 
   契約指導係長 江崎（内線４６１８４）ＦＡＸ：０３－５２５３－１６４８ 
 
 



〔参  考〕 

 

○工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（抄） 

（昭和 59年３月 29日 建設省厚第 91 号） 

 別表第２ 

措 置 要 件 期   間 

（独占禁止法違反行為） 

５ 当該地方整備局が所管する区域内において、業務に関し

独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反し、工事の請負

契約の相手方として不適当であると認められるとき（次号

及び第 12号に掲げる場合を除く。）。 

 

当該認定をした日から

２ヵ月以上９ヵ月以内 

 

 

○工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準について（抄） 

（平成３年５月 18日 建設省厚発第 172 号） 

７ 別表第２関係 

四 別表第２第５号から第７号まで及び第１２号イの措置要件に該当した場合において課徴金減免

制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと

想定した場合の期間の２分の１の期間とすること。この場合において、この号前段の期間が別表

第２第５号から第７号まで及び第 12 号に規定する期間の短期を下回る場合においては、第３第３

項の規定を適用するものとすること。 

 


